
各組織の⻑
（学⻑）
（校⻑）

（事務局⻑）

※実務責任者は、従事者の地位と責務について法務部法務課専任事務
 職員に対し、明らかとなる⽅法により伝達する。
※法務部法務課における従事者は専任事務職のみとする。
 （従事者：通報者を特定させる事項を伝達される者）

是正措置等実施の通知

事後確認の実施
内部窓⼝従事者

是正措置等
適切に機能している

是正措置等
適切に機能していない

追加の是正措置等の実施

公益通報調査委員会 招集・調査

通報対象事実なし 通報対象事実あり

是正措置等必要性の検討

調査結果の通知

是正措置及び再発防⽌策の実施

調査 実施

調査実施有無の通知 ※通報を受けた⽇から起算して20⽇以内※

通報対象事実の検討

追加の是正措置等実施の通知

内部窓⼝従事者
（実務責任者・法務部法務課）

学校法⼈神奈川⼤学 公益通報対応フロー

監事
※理事に関する事案の場合、
公益通報対応フローをモニタリング

通報者

通報

最⾼責任者
（理事⻑）

外部窓⼝

受信の通知

受理・不受理の検討

統括責任者
（理事）

実務責任者
（法務部⻑）

不受理
(正当な理由がある⼜は通
報対象事実が存在しない

ことが明らか)

受理
(不受理に該当しない)

受理・不受理の通知

調査必要性の検討

予備調査

調査 不実施

実務責任者から報告

対応指⽰

報告

是正措置等
必要なし

報告

是正措置等
必要あり

報告

是正通知各組織の⻑
（学⻑）
（校⻑）

（事務局⻑）

是正通知

報告
実務責任者から報告

実務責任者
から報告

対
応
指
⽰

報

告

通報内容が実
務責任者に関
係する場合は、
実務責任者を
別に指名する。


